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１【提出理由】

当社は、2019年６月21日開催の当社第50回定時株主総会（以下「本定時株主総会」という。）において、決議事項

が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第

９号の２の規定にもとづき、本報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年６月21日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

① 期末配当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金 35円　　配当総額 817,364,135円

② 効力発生日

2019年６月24日

第２号議案　定款一部変更の件

取締役会の監督機能を向上させるため、副社長、専務取締役および常務取締役の役付取締役を廃止

し、執行役員制度にもとづく役位にて役付を行うことで、整理、一元化を図り、経営責任の明確化

および業務執行の迅速化を一層進めるため、所要の変更を行う。

第３号議案　取締役９名選任の件

取締役として、夏井博史、渕野聡志、赤松敬一、大宮祥光、下元智史、遠藤清志、山田勇夫、森信

茂樹、水野靖史氏の各氏を選任する。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、東海秀樹氏を選任する。

第５号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価

値共有を進めることを目的とし、当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、年額50百万円以内の

範囲で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

ならびに当該決議の結果

 

決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件 決議の結果（賛成割合）

第１号議案
　剰余金の処分の件

213,505 95 － (注)１ 可決 （99.88 ％）

第２号議案
　定款一部変更の件

213,494 103 － (注)２ 可決 （99.88 ％）

第３号議案
　取締役９名選任の件

   (注)３   

夏井　博史 212,859 738 － 可決 （99.58 ％）

渕野　聡志 213,192 405 － 可決 （99.74 ％）

赤松　敬一 213,195 402 － 可決 （99.74 ％）

大宮　祥光 213,195 402 － 可決 （99.74 ％）

下元　智史 213,194 403 － 可決 （99.74 ％）

遠藤　清志 213,195 402 － 可決 （99.74 ％）

山田　勇夫 213,175 422 － 可決 （99.73 ％）

森信　茂樹 213,384 213 － 可決 （99.83 ％）

水野　靖史 213,425 172 － 可決 （99.85 ％）

第４号議案
　監査役１名選任の件

   (注)３   

東海　秀樹 212,908 689 － 可決 （99.60 ％）

第５号議案
　取締役に対する譲渡制

　限付株式の付与のため

　の報酬決定の件

213,108 489 － (注)１ 可決 （99.70 ％）

 

(注) １　出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

２　議決権を行使することができる株主の議決権（233,066個）の３分の１以上を有する株主が出席し、出

席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。

３　議決権を行使することができる株主の議決権（233,066個）の３分の１以上を有する株主が出席し、出

席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

４　賛成割合は、本定時株主総会に出席した株主（前日までの議決権行使分および当日出席株主）の議決
権の数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

 
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本定時株主総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたもの

を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本定時株主総会当日出席の株主の

うち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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